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訪
問
看
護
師
の
「
一
人
開
業
」
を
制
限
す
る
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

訪
問
看
護
師
の
い
わ
ゆ
る
「
一
人
開
業
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年
三
月
の
内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
に
よ
る
「
規
制
仕
分
け
」
に

お
い
て
、
現
行
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
開
業
要
件
で
あ
る
「
常
勤
換
算
二
�
五
人
」
の
看
護
師
の
配
置
基
準
を
緩
和

し
、
「
一
定
の
要
件
の
下
で
一
人
開
業
を
認
め
る
」
と
の
結
論
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
厚
生
労
働
省
と
内
閣
府
と
の
間

で
開
業
要
件
の
緩
和
の
是
非
に
関
す
る
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
常
勤
換
算
二
�
五
人
」
の
看
護
師
配
置
を
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
開
業
要
件
と
し
て
い
る
合
理
的
根
拠
と
は
何

か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

こ
の
よ
う
に
国
家
資
格
を
有
す
る
者
が
そ
の
資
格
に
基
づ
き
業
を
行
な
う
事
に
制
限
を
課
す
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
二
十
二

条
に
定
め
る
「
職
業
選
択
の
自
由
」
の
侵
害
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た

い
。

三

同
じ
国
家
資
格
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
師
に
認
め
ら
れ
な
い
「
一
人
開
業
」
が
医
師
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

両
者
を
区
別
す
る
合
理
的
根
拠
は
何
か
。

一



四

同
じ
国
家
資
格
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
師
に
認
め
ら
れ
な
い
「
一
人
開
業
」
が
助
産
師
に
は
認
め
ら
れ
て
い

る
。
両
者
を
区
別
す
る
合
理
的
根
拠
は
何
か
。

五

同
じ
国
家
資
格
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
師
に
認
め
ら
れ
な
い
「
一
人
開
業
」
が
保
健
師
に
は
認
め
ら
れ
て
い

る
。
両
者
を
区
別
す
る
合
理
的
根
拠
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

二


